
法改定に伴い、令和3年4月1日から利用料金が下記のように変更になります。 あさくらの家　東郷

Ａ）介護保険の給付対象となるサービス利用料金 （単位：介護報酬単位）

要支援１ 要支援２ 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５

① 3,438 6,948      10,423      15,318      22,283      24,593         27,117

② 750 750          750          750          750          750              750

③  -  -          900          900          900          900              900

④        1,000        1,000        1,000        1,000        1,000        1,000           1,000

⑤  -  -        1,000        1,000        1,000        1,000           1,000

⑥ 月額単位小計        5,188        8,698      14,073      18,968      25,933      28,243         30,767

⑦ 介護職員処遇改善加算Ⅰ ⑥× 10.2%          529          887        1,435        1,935        2,645        2,881           3,138

⑧ 介護職員等特定処遇改善加算Ⅰ ⑥× 1.5%            78          130          211          285          389          424              462

⑨ 介護保険給付対象合計        5,795        9,715      15,719      21,188      28,967      31,548         34,367

⑩ 地域区分換算額（円） ⑨× 10.17 ¥58,935 ¥98,801 ¥159,862 ¥215,481 ¥294,594 ¥320,843 ¥349,512

Ａ)介護費用自己負担額(1割)  ¥5,894 ¥9,881 ¥15,987 ¥21,549 ¥29,460 ¥32,085 ¥34,952

Ａ)介護費用自己負担額(2割) ¥11,787 ¥19,761 ¥31,973 ¥43,097 ¥58,919 ¥64,169 ¥69,903

Ａ)介護費用自己負担額(3割) ¥17,681 ¥29,641 ¥47,959 ¥64,645 ¥88,379 ¥96,253 ¥104,854

②

③

④

⑤

⑦

⑧

⑩

★その他の介護保険給付対象サービス費（対象者のみ）

初 期 加 算

Ⅰ

Ⅱ

※これらの加算対象の方は、月額単位小計に加算され、介護職員処遇改善加算対象となります。

Ｂ）介護保険の給付対象外のサービス利用料金

 １日あたり

¥1,300

¥1,200

¥2,500

宿　泊　費 ¥36,000

Ｂ）介護給付対象外費用 ¥75,000 ※喫食、宿泊の実績に応じて必要となります

項　目  月額（30日の場合）  備　考

食　事　費 ¥39,000  朝食300円・昼食400円・おやつ100円・夕食500円

口腔・栄養スクリーニング加算
（６ヶ月に１回）

5単位/回
６ヶ月毎に栄養状態の確認を行い、介護支援専門員に情報を文書で共有
した場合に算定

科学的介護推進体制加算 40単位/月
利用者ごとのADL値、栄養状態、口腔機能、認知症の状況、その他の心身
の状況等に係る基本的な情報を、厚生労働省に提出している。

30単位/日
登録日から３０日以内の期間に算定されます。３０日を超える入院をさ
れた後に再び利用を開始した場合も同様です。

認知症加算
800単位/月 認知症自立度Ⅲ以上の方に算定されます。

500単位/月 要介護２・認知症自立度Ⅱの方に算定されます。

介護職員処遇改善加算Ⅰ：介護職員の賃金等の処遇改善、資質の向上、計画的な研修の実施、昇給の仕組み等が整備されて
いる施設で算定。所定単位（小計⑥）に102/1000を乗じた単位。（小数点以下は四捨五入）

介護職員等特定処遇改善加算Ⅰ：⑦とは別に、経験・技能のある介護職員その他の職員に対し処遇改善を図る場合に算定。所定単
位（小計⑥）に15/1000を乗じた単位。（小数点以下は四捨五入）　【※2019年10月～新設】

福井市の地域区分は７級地です。（１単位＝10.17円で計算、小数点以下切り捨て、支給限度額管理対象外）

加算サービスの種類 料　金 備　　考

訪問体制強化加算：常勤の訪問担当者を２名以上配置し､１月あたり延べ訪問回数が200回以上の場合算定。

看護職員配置加算Ⅰ（要介護者のみ）

総合マネジメント体制強化加算

訪問体制強化加算

⑥+⑦+⑧

サービス提供体制強化加算Ⅰ：計画的な研修の実施、かつ介護職員のうち介護福祉士が70％以上配置の場合

看護職員配置加算Ⅰ：常勤かつ専従の看護師を１名以上配置している事業所に算定（要介護者のみ）

総合マネジメント体制強化加算：日頃から地域住民等との交流を図り、状態に応じて地域行事や活動等に積極的に参加して
いる場合に算定

サービス提供体制強化加算Ⅰ

「指定介護予防小規模多機能型居宅介護・指定短期小規模多機能型居宅介護」

利用料金表

月額利用料金の目安：対象となる介護度の Ａ）と Ｂ）を合わせた料金となります

項　目　／　介 護 度

(介護予防)小規模多機能型居宅介護費


